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「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に関するお知らせ 

 
下記の通り減損損失を計上いたしますのでお知らせいたします。 
 

記 
 
１．固定資産の減損に係る会計基準の適用について： 

平成１８年３月期中間期の連結損益計算書において、「固定資産の減損に係る会計基

準」の適用により、減損損失１，３２９百万円を特別損失として計上いたします。 
 

２．業績予想に与える影響： 
上記の特別損失は第一四半期決算発表の業績予想にほぼ織り込み済みのため、 
平成１８年３月期通期の業績予想の修正はありません。 
 
＊ この資料は次の記者クラブに配布いたします。 

TDnet、Ednetによるネット開示および兜クラブ（東証）、大阪染色記者クラブ 
 

以上 
 


